
 

中央区緑地保全・緑化推進法人の指定等に関する要綱 

３１中環水第３３２号 

令和２年３月３１日 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、都市緑地法（昭和４８年法律第７２号。以下「法」という。）第６９

条の規定に基づく緑地保全・緑化推進法人（以下「みどり法人」という。）の指定等に関

し、必要な事項を定めるものとする。 

（指定要件） 

第２条 みどり法人の指定は、中央区（以下「区」という。）の区域内において、区との連

携の下に、法第７０条各号に掲げる業務（以下「業務」という。）を行うことができる者

に対して行うものとする。 

 （指定の申請） 

第３条 法第６９条第１項の規定によるみどり法人の指定（以下「指定」という。）を受け

ようとする者（以下「申請者」という。）は、別記第１号様式による中央区緑地保全・緑

化推進法人指定申請書に、次に掲げる書類を添えて区長に提出するものとする。 

⑴ 定款 

⑵ 登記事項証明書（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第７項に規

定する認可地縁団体にあっては、告示記載事項証明書） 

⑶ 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 

⑷ 組織及び沿革を記載した書面並びに事務分担を記載した書面 

⑸ 過去３年分の事業報告書、収支決算書及び賃借対照表又はこれらに相当する書類 

⑹ 指定の申請をする日の属する年度分の事業計画書及び収支予算書又はこれらに相当す

る書類 

⑺ みどり法人に指定される前の緑化活動の実績が分かる書面 

⑻ 活動予定地域を示す図面 

⑼ 指定の申請をする日の属する年度の翌年度から５年分の業務に関する事業計画書及び

資金計画書 

⑽ 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類 

 （指定） 

第４条 区長は、前条の規定による申請書の提出があった場合において、第２条に規定する

指定要件を満たしているときは、法第６９条第１項の規定により、申請者をみどり法人と

して指定するものとする。 

２ 区長は、前項の規定により申請者をみどり法人として指定した場合は、別記第２号様式

による中央区緑地保全・緑化推進法人指定通知書により当該申請者に通知するとともに、

法第６９条第２項の規定により告示するものとする。 

３ 区長は、申請者をみどり法人として指定しない場合は、別記第３号様式による中央区緑

地保全・緑化推進法人不指定通知書により当該申請者に通知するものとする。 

 （名称等の変更） 

第５条 みどり法人の指定を受けた団体（以下「指定団体」という。）は、法第６９条第３



 

項の規定による変更の届出を行う場合は、別記第４号様式による中央区緑地保全・緑化推

進法人指定事項変更届出書により行うものとし、区長は当該届出があったときは、法第６

９条第４項の規定により公示するものとする。 

（事業の報告） 

第６条 指定団体は、事業年度終了後、速やかに次に掲げる書類を区長に提出するものとす

る。 

⑴ 当該指定団体の前年度の事業報告書、収支決算書及び業務の内訳書又はこれらに相当

する書類 

⑵ 当該指定団体の当該年度の事業計画書、収支予算書及び業務の内訳書 

２ 区長は、緑地の保全及び緑化の推進上必要があるときは、指定団体に対して前項各号に

掲げるもののほか、必要な書類の提出を求めることができる。 

（指導等及び改善命令） 

第７条 区長は、法第７４条の規定により、指定団体に対し、業務の実施に関する必要な情

報の提供又は指導及び助言を行うものとする。 

２ 区長は、業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定団

体に対し、その業務に関し報告を求めることができる。 

３ 区長は、業務を適正かつ確実に実施していないと認める指定団体に対し、法第７２条の

規定により、別記第５号様式による中央区緑地保全・緑化推進法人業務等改善命令書によ

り、その業務の運営の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 

４ 前項の規定による命令を受けた指定団体は、遅滞なく必要な措置をとり、その内容を別

記第６号様式による中央区緑地保全・緑化推進法人業務改善報告書に必要な書類を添えて、

区長に報告するものとする。 

 （指定の取消し） 

第８条 区長は、指定団体が前条第３項の規定による命令に違反したときは、法第７３条第

１項の規定によりみどり法人の指定を取り消すことができる。この場合において、別記第

７号様式による中央区緑地保全・緑化推進法人指定取消書により当該指定団体にその旨を

通知するとともに、同条第２項の規定により公示するものとする。 

２ 区長は、前項の規定による指定の取消しを行う場合は、行政手続法（平成５年法律第８

８号）第１３条の規定に基づき聴聞を行うものとする。 

（委任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、みどり法人の指定等に関し必要な事項は、環境土木

部長が別に定める。 

附 則 

 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この要綱は、令和４年１月１日から施行する。 

２ この要綱の施行の際、この要綱による改正前の中央区緑地保全・緑化推進法人の指定

等に関する要綱の規定により作成した様式で、現に残存するものは、所要の修正を加え、

当分の間、なお、使用することができる。 


